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第1章　　総　則

（名　称）

第1条　この法人は、一般財団法人神奈川陸上競技協会と称する。

（事務所）

第2条　この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

第2章　　目的及び事業

（目　的）

第3条　この法人は、神奈川県の陸上競技界を統轄し、代表する団体として、神奈川県の陸上競技の
普及と振興、並びに競技力の向上を図り、もって、神奈川県のスポーツ文化の進展と県民の心身
の健全な発達に寄与することを目的とする。

（事　業）

第4条　この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）陸上競技の普及と振興に関すること
（2）陸上競技選手の強化・育成に関すること

（3）神奈川県の代表選手及び監督を選定し、派遣すること
（4）神奈川県における陸上競技の大会及び記録会を開催すること
（5）陸上競技の指導者の養成に関すること

（6）陸上競技公認審判員養成及び審判技術の向上のための研修に関すること

（7）陸上競技に関する研究及び情報の収集と提供に関すること

（8）優秀選手並びに陸上競技の発展に貢献した功労者等の表彰に関すること

（9）その他、この法人の目的達成のために必要な事業に関すること

第3章　　財産及び会計

（設立者及び財産の拠出）

第5条　設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、この法人の設立に際して拠出する。

（財産と種別）

第6条　この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2　基本財産は、第4条に定める事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に

掲げるものをもって構成する。

（1）前条の財産目録において特定された財産

（2）基本財産として寄付された財産
（3）評議員会が基本財産に繰り入れることを決議した財産

3　運用財産は基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持及び処分）

第7条　基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2　やむを得ない理由により、基本財産の全部もしくは一部を処分又は担保に提供する場合は、評

議員会において議決に加わることのできる評議員現在数の3分の2以上に当たる多数の決議を得
なければならない。

3　基本財産の維持及び管理について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める基本財産維

持管理規程による。



（運用財産の管理・運用）
第8条　この法人の運用財産の管理及び運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決

議により別に定める運用財産管理運用規程による。

（事業年度）

第9条　この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第10条　この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の目の前日までに、代
表理事が作成し、理事会の決議を経たうえで、評議員会に提出し、その承認を得なければならない
これを変更する場合も同様とする。

2　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に

基づき、予算成立の日まで前年度予算に準じた収入及び支出の規模とすることができる。
3　前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第11条　予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2　予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。

（事業報告及び収支決算）

第12条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び
計算書類並びにこれらの附属明細書（以下「計算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受
け、理事会の決議を経たうえで、評議員会に提出し、その承認を得なければならない。

2　決算上剰余金が生じても、これを分配してはならない。

（会計原則）

第13条　この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。

第4章　　評議員及び評議員会

第1節　　評議員

（定　数）

第14条　この法人に評議員25名以上60名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第15条　評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。この選任については、評議員会の
決議により別に定める評議員の選任に関する規程による。

2　評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

3　評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

4　評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会において解任することができる。

（1）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

（2）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

（権　限）

第16条　評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項を決議する。

（任　期）
第17条　評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。



2　任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間と同
一とする。

3　評議員の辞任又は任期満了により、第14条に定める定数に足りなくなる場合には、その評議

員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。

（報　酬）
第18条　評議員は無報酬とする。

第2節　　評議員会

（構成及び権限）

第19条　評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2　評議員会は、次に掲げる事項を決議する。

（1）基本財産の維持及び管理

（2）評議員の選任及び解任

（3）理事及び監事の選任及び解任

（4）代表理事候補者の推薦

（5）定款の変更

（6）各事業年度の事業計画及び予算の承認

（7）各事業年度の事業報告及び決算の承認

（8）長期借入並びに重要な財産の処分及び譲受けの承認

（9）解散及び残余財産の処分

（10）理事会において評議員会に付議した事項
3　評議員会は、前項に定める事項のほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「
一般法人法」という。）に規定する事項に限り決議することができる。

（種類及び開催）

第20条　評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2　定時評議員会は、毎年度2回開催することとし、その期日は原則として5月及び2月とする。

3　臨時評議員会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

（招　集）

第21条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集
する。

2　前項の規定にかかわらず、評議員は、理事に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を

示して、評議員会の招集を請求することができる。
3　前項による請求があったときは、理事会の決議に基づき、代表理事は遅滞なく評議員会を招集

しなければならない。

（招集の通知）

第22条　代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、
目的等の事項を書面又は評議員の承諾を得て電磁的方法により通知しなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、評議

員会を開催することができる。

（議　長）

第23条　評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選ぶ。



（定足数及び決議）

第24条　評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
2　評議員会の議事は、一般法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するもの

を除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって

決する。
3　決議の対象となる事項について特別の利害関係を有する評議員は、評議員の選任に関する事項

を除き、議決に加わることができない。

（決議の省略）

第25条　理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議
決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）
第26条　理事が、評議員全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事

項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第27条　評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2　議事録には、出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、これに記名押印する。

（評議員会運営規則）

第28条　評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会に
おいて評議員会運営規程を定め、これによることができる。

第5章　　理事及び監事並びに理事会

第1節　　理事及び監事

（種類及び定数）

第29条　この法人に、次の役員を置く。

（1）理事　30名以上40名以内

（2）監事　　2名以内
2　理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。（以下、代表理事を「会長」

という。）

3　会長以外の理事のうちから、副会長1名以上、専務理事1名、常務理事1名及び常任理事若干

名を業務執行理事とすることができる。

（選任等）

第30条　理事及び監事の選任及び解任は評議員会の決議により行う。評議員会は理事の選任に関す
る規程を定め、これによる。

2　会長となるべき理事は、評議員会の推薦により理事会において選定する。

3　業務執行理事は理事会において選定する。

4　監事は、この法人の評議員、理事又は事務局職員等の使用人を兼ねることができない。

5　理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
6　理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別

の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とす

る。



7　他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他のこれに準ずる相互に密接な関係にあるも
のとして法令に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監

事についても同様とする。

（理事の職務及び権限）

第31条　理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を執行
する。

2　会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務執行理事は理事会

において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め定めた順序に

よりこの法人の常務に関する職務を代理し、その職務を行う。

（監事の職務及び権限）

第32条　監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成する。
2　監事は、この法人の評議員会及び理事会に出席し、必要に応じて意見を述べる。

3　監事は、必要に応じて、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産
の状況を調査することができる。

（任　期）
第33条　理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2　監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の

終結の時までとし、再任を妨げない。
3　補欠又は、増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。

4　補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

5　理事及び監事の辞任又は任期満了により第29条に定める定数に足りなくなる場合には、そ
の理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、そ

の職務を行わなければならない。

（解　任）

第34条　理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任すること
ができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の

決議に基づいて行わなければならない。

（1）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

（2）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

（報酬等）

第35条　役員は無報酬とする。

（取引の制限）

第36条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理
事会の承認を得なければならない。

（1）自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

（2）自己又は第三者のためにするこの法人との取引

（3）この法人がその理事の債務を保証すること、その他の理事以外の者との間におけるこの法人
とその理事との利益が相反する取引

2　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。



（責任の限定又は免除）

第37条　この法人は、一般法人法第198条において準用される第111条第1項に定める理事及
び監事の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、評議員会において評議員の
3分の2以上の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を

限度として、免除することができる。

第2節　　理事会

（構　成）

第38条　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　限）

第39条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
（1）理事の職務の執行の監督

（2）会長及び業務執行理事の選定及び解職の決定

（3）評議員会の日時及び場所並びに議題の決定

（4）規則等の制定、変更及び廃止の決定

（5）前4号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
2　理事会は、この定款により理事会の決議を要することとされている事項のほか、次に掲げる事

項、その他の重要な職務執行の決定を理事に委任することができない。
（1）重要な財産の処分及び譲受け

（2）多額の借財

（3）重要な使用人の選任及び解任

（4）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

（種類及び開催）

第40条　理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2　通常理事会は、隔月に開催することを原則とする。
3　臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）会長が必要と認めたとき

（2）会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があ
ったとき

（招集及び通知）

第41条　理事会は会長が招集する。
2　会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。
3　理事会を招集するときには、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、会

議の目時、場所、目的等の事項を記載した書面をもって通知するものとする。ただし、緊急の必
要があるときは、この期間を短縮することができる。

4　前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意がある時は、招集の手続きを経ることなく、

理事会を開催することができる。

（議　長）
第42条　理事会の議長は会長がこれに当たる。

2　会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事の互選で理事会の議長を決める。

（定足数及び決議）

第43条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2　理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の

過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。



3　決議の対象となる事項について特別の利害関係を有する理事は、会長及び業務執行理事の選定

に関する事項を除き、議決に加わることができない。

（決議の省略）

第44条　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい
て議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたと

きは、この限りでない。

（報告の省略）

第45条　理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合に
おいては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条におい

て準用する同法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。

（議事録）

第46条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会に出席した
会長及び監事がこれに記名押印する。

（理事会運営規則）

第47条　理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会にお
いて理事会規程を定め、これによることができる。

第6章　　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第48条　この定款は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に
よって変更することができる。

2　この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

（解散）

第49条　この法人は基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能、
その他法令で定められた事由によって解散する。

（残余財産の処分）

第50条　この法人が解散により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、この
法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。

2　この法人は、残余財産の分配を行わず、設立者並びに評議員、理事及び監事は、残余財産を

譲り受けることはできない。

第7章　　専門委員会及び特別委員会

（専門委員会）

第51条　この法人の事業を推進するために、理事会の補佐機関として専門委員会を置く。
2　前項委員会の委員は、会員及び必要に応じて学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3　第1項の委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（特別委員会）

第52条　この法人の事業を推進するために必要であるときは、理事会の決議により、委嘱する事項



を定めて特別委員会を設置することができる。
2　特別委員会の委員は、会員及び必要に応じて学識経験者その他適当と判断される者のうちから

理事会が選任する。
3　特別委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章　　事務局

（事務局及び職員）
第53条　この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

2　事務局には、所要の職員を置くことができる。

3　事務局の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

5　事務局職員は、有給とする。

（備付け帳簿及び書類）

第54条　事務局には、次に掲げる帳簿及び書類（電子データ化したものを含む）を備えておかなけ
ればならない。

（1）定款

（2）理事、監事及び評議員の名簿

（3）許可及び登記に関する書類
（4）定款に定める機関の議事に関する書類
（5）財産目録

（6）事業計画書及び収支予算書

（7）事業報告書及び収支決算書

（8）監査報告書

（9）その他法令で定める帳簿及び書類
2　前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第9章　　公告の方法

（情報公開）

第55条　この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等
を積極的に公開するものとする。

（個人情報の保護）

第56条　この法人は、業務上知り得た個人の情報の保護に万全を期すものとする。
2　個人情報の保護に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。

（公告の方法）

第57条　この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により
行う。

2　定時評議員会後のこの法人の貸借対照表等は1年間継続して公告する。

第10章　　名誉会長及び顧問t参与

（名誉会長及び顧問・参与）
第58条　この法人の業務を円滑に執行するために、名誉会長1名及び顧問・参与を若干名置くことがで

きる。

2　名誉会長は、理事会において選任し、評議員会で承認する。



3　顧問及び参与は、理事会において選任する。ただし、顧問及び参与の選任後、直近の評議員会

においてその選任を承認する決議がなされることを要し、その決議がなされないときは、顧問及
び参与はその職を解任される。

4　顧問及び参与の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結する時までとし、再任を妨げない。
5　名誉会長は、会長の諮問に応ずる。

6　顧問及び参与は、会長及び理事会の諮問に応ずる。

7　名誉会長及び顧問・参与は、無報酬とする。

第11章　　附　則

（委　任）
第59条　この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別

に定める。

（設立時評議員）

第60条　この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員　　　　　鵜沢　英雄　　竹田　道宏

小出　敏之　　　吉田　伸一

寺田富美雄　　　田辺　豊

川尻　克巳　　　渡遽　武
渋谷　総一　　　野口　司

萩原　雅　　　　亀田　輝雄
根岸　幹夫　　　磯村　定義
内藤　勝彦　　　久古　茂

鈴木　史夫　　　宮永　均
中山　博方　　　松野　勝
今成三千雄　　　佐藤美知男

越水　真理　　　諸星　建次
小山　賢治　　　清水　明

安池　秀夫　　　鈴木　行夫

国枝　信孝
高村佐太郎

井笹　実

馬渕　征男

金子　彰

小菅　春夫

鈴木　豊
小林　正洋

高田　彬成
菜花　好和
七澤　英次

大河内　誠

飯田　一彦

石田　洋史

山川　勝久

原田　勝美
石川　広行　　　森　　茂樹

戸部　俊明　　　尾形　邦美

鹿股　信幸　　　三浦辰太郎

千葉　光害　　　小田嶋　彰

柳川　清春　　　本田　親作

（設立時理事等）

第61条　この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事　　　　　　　河野　太郎

金澤　健敏

小澤　清治

斎藤　裕昭

畔柳　五郎

八木　正樹

早船　弘美

高橋　廣

前田憲一郎

籾山　弘一

芳賀　隼人

平本　徹

鍵和田　実
荒川　稔

金井　勝政

湯川　利之

西舘　健吾

朝倉　文子
長谷川勝己

藤官　学

設立時代表理事　　　　　河野　太郎

設立時監事　　　　　　　井上　壮　　　　高橋　靖

桶川真佐志　　　吉田

木村　新一　　　松尾

滝川　一輝　　　皆川

早川　克洋　　　君島
八幡　満夫　　　菊地

高橋　勝造　　　鷹囁

足立　徹　　　　植木

鎌田　隆夫　　　吉田
西山　博正　　　井上

膏藤　義行　　　中嶋

志
弘
明
　
司
秀
　
男
夫
次

秀
正
敏
篤
晋
吉
武
信
文
誠



（施行日）

第62条　この定款は、法人設立の日から施行する。

（最初の事業年度等）

第63条　この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成26年（2014年）3月3
1日までとする。

2　この法人の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、

設立者の定めるところによる。

（設立者の名称・所在地）

第64条　設立者の名称・所在地は下記のとおりである。
神奈川陸上競技協会

神奈川県横浜市中区相生町一丁目18番地　光南ビル5階B号室

会長　　　　河　野　太　郎

（代表者住所　神奈川県平塚市八重咲町26番19－205号ブルーハイツ高風荘）

公益財団法人日本陸上競技連盟

東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
代表理事　　河　野　洋　平

（法令の準拠）

第65条　本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人神奈川陸上競技協会の設立のため、設立者神奈川陸上競技協会及び公益財団

法人日本陸上競技連盟は、本定款を作成し、これに記名押印する。

平成25年3月25日

設立者　　神奈川陸上競技協会

代表者会長 河　野　太　郎

設立者　　公益財団法人日本陸上競技連盟
代表理事　　　　　　河　野　洋　平

財産目録
（1）設立者

所在地
拠出財産及びその価格

（2）設立者

所在地
拠出財産及びその価格

神奈川陸上競技協会

神奈川県横浜市中区相生町一丁目18番地　光南ビル5階B号室
100万円（現金）

公益財団法人日本陸上競技連盟

東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
200万円（現金）


